
船舶事故調査報告書 

平成２８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年７月２９日 １６時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市諸磯埼西北西方沖 

 諸磯埼灯台から真方位２８５°６１５ｍ付近 

（概位 北緯３５°０９.４′ 東経１３９°３６.１′） 

事故の概要  プレジャーボートOceans
オーシャンズ

 Nova
ノ バ

は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

 Oceans Nova は、プロペラ等に曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年８月１９日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Oceans Nova、１７トン 

 ２３５－３６００５神奈川、株式会社ＭＹＴ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ及びプロペラシャフトに曲損、キールに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約３.４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長が船首方に岩礁を視認したので、岩礁の右側を通過し

ようと思い、航行を続けていたところ、船首方約５ｍに浅所を認めて

機関を停止した。 

 船長は、航行予定海域の水路調査を行っていなかった。 

分析  本船は、船長が、水路調査を行っていなかったことから、浅所の存

在を知らなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が水路調査を行っていなかったため、本船が諸磯埼

西北西方沖の浅所に気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出発前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 
 


